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ウイルス性肝炎・肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書僥）

ウイルス性肝炎患者に対する医療餐助成は､現在､肝炎治療特別促進事業が行われてい

るが､対象となる医療が、B型bC型肝炎の根治を目的としたｲﾝﾀー ﾌｴﾛﾝ治療とB
型職の稜酸茨ﾅﾛグ製剤治療に限定されているため､医療費助成の対象から外れている
患者力湘当数にのぼる｡:特に、肝硬変･肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ない

だけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。、．，

、茨た､障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準は､患者の実態に沿ったものとな

・っておらず､生活支援の実効性を発揮して幟いとの指摘が肝炎対策協議会においてもな
・されているとごろであるも

j亭

，肝硬変.･肝がん患者は､毎目120人以上の方が亡くなっているが､国においては肝硬
変.肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援の蝿に壱いて何ら難的な繩を講
・じておらず､･ウイルス性肝炎･肝硬変・肝がん患者への支援の拡大;･強化の実現は、一刻

･;の猶予もない課題である。。
、

．、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法においては､．[とりわけ

･肝硬変及び肝がんの患者に対する医療鋤成を含む支援の在り方について検討を進めるこ
と」どの附帯決諏§なされたdしかし､国においては､肝硬変･･肝がん患者に対する医療

b6．◆

j費助成を含む生活支援について何ら具体的な措置を講じていだ"､b,

‐.よって､国におかれては､,下記事項を実施されるよう強く要望する。

1ウイルス性肝炎を含む肝炎医療に関する医療蟹助成制度を倉職すること｡．

zウイルス性肝炎が原因である肝硬変･肝がん患者の治療に対する医療費助成制度及び
、生活支援のための制度を早期に創設すること｡．

g肝疾患に係る傷害認定の基準を緩和し､阜急に患者の実態(特に肝硬変･肝がん患者
の病態）に応じた障害者認定制度に改めること。．

｡●

､以塁地方自治法第‘99条の規定により意見書を提出する。
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衆議院議長伊吹文明様

参議院謡長山崎正昭様．

内閣総理大臣.安倍晋三様

厚生労働大臣田村憲久様

財務大臣.麻生太郎様
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